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「「長長崎崎市市パパーートトナナーーシシッッププ宣宣誓誓制制度度」」  
 

性的少数者のカップルが、互いを人生のパートナーと宣誓した事実を市長が証明する 
 

令令和和元元年年 99 月月 22 日日((月月))かかららススタターートト！！  
 

パートナーシップ宣誓制度とは？ 

◆制度の目的◆ 

長崎市では、どのような性的指向や性自認であっても、ありのままの姿で社会の一員と

して認められるよう、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、性の多様性が尊

重される社会を構築する必要があることから、性的少数者のカップルのお二人が、その関

係性を市長に対して宣誓した事実を証明することで、多様性が尊重され、誰もが自分らし

く生きられる社会を目指すことを目的としています。 

 

◆利用対象者◆ 

 一方又は双方が性的少数者のカップルを対象にしています。 

具体的には、戸籍上同性のカップルに限らず、同性カップルの中には、一方がトランス

ジェンダー（性同一性障害など）であることにより戸籍上は異性のカップルという例もあ

るため、様々なケースの性的少数者のカップルが対象となります。 

 

◆制度の効果◆ 

 この制度は、法律上の婚姻とは異なります。そのため、相続や税制面など法律上の効果

はありませんが、性的少数者のカップルがありのままの姿で社会の一員として認められる

よう、長崎市がその関係を尊重し、社会生活上の支障を軽減しようと支援することは、性

の多様性が尊重される社会の実現に向けたひとつのステップとして意義があることです。 

長崎市の行政サービスで手続きが可能になるものや、民間事業者の顧客向けサービスや

従業員への福利厚生面において可能な事例も少しずつ増えてきています。制度の認知や理

解がもっと広まることで、可能な手続きが増えていくものと考えています。 

性的少数者 

一般的に戸籍上の性と性自認（自分が認識する性別）が一致し、性的指向（恋愛の対象）が異性であることが典型とさ

れるが、この典型に当てはまらない人。 

性的少数者のカップル 

レズビアン（女性同性愛）カップル、ゲイ（男性同性愛）カップルなど。 

パートナーシップ関係 

お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的・物理的・精神的に協力し合うことを約束した、一方又は双

方が性的少数者である二人の関係。 

ＬＧＢＴ 

 L:レズビアン／女性同性愛者、G：ゲイ／男性同性愛者、B：バイセクシュアル／両性愛者、T：トランスジェンダー／心と

体の性が一致しない人 

ことばの解説 



 

 

長崎市人権イメージ 

キャラクターヒマワリさん 

事事業業者者のの皆皆様様へへののおお願願いい  
 

長崎市では、この制度の有効性を高めるために、事業者の皆様に

性的少数者のカップルが社会生活上直面している困難について知っ

ていただき、パートナーシップ宣誓制度の趣旨をご理解いただいたう

えで、事業活動の中に制度を取り入れていただきたいと考えていま

す。 

性的少数者のカップルが直面する困難の例 

企業の取組みの例 

スーパーマーケットでポイントカード

の家族合算を申し入れたが、親族

でないことを理由に拒否された。 

パートナーと挙式し、結婚祝金や

結婚休暇を申請したが、配偶者

ではないことを理由に認められな

かった。 

参考：性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト（第 3 版）/性的指向及び性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法

整備のための全国連合会 

ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて（2017年 5月 16日）/一般社団法人 日本経済団体連合会 

①幅広いプールからの人材獲得と退職の抑制（ＬＧＢＴフレンドリー※を打ち出し、優秀な人材を獲得） 

②働きやすい社内環境の整備による生産性の向上（多様性を尊重する社内風土の醸成による能力発揮の環境整備） 

③自社のブランド価値向上（先進的な取り組みを進める企業として、広く世間にメッセージを発信） 

④法的リスク回避と社員の人権保護（ＬＧＢＴへの人権侵害による訴訟等リスクの回避、社員を人権被害から保護） 

⑤ビジネスの拡大（同性パートナーの存在を念頭に置いた商品の開発等） 

※ＬＧＢＴフレンドリー：ＬＧＢＴを差別せず、友好的な関係を築こうとすること。 

長崎市パートナーシップ宣誓制度のお問い合わせはこちら 

 長崎市市民生活部人権男女共同参画室 〒850-0874 長崎市魚の町５番１号（市民会館７階） 

 電話 095-826-0026 FAX 095-826-0062 

E-mail jinkendanjo@city.nagasaki.lg.jp 

企業が性的少数者への適切な理解を促進するための主な視点 

ＬＧＢＴに配慮した商品・サービス

の開発 

 

福利厚生の適用範囲拡大等、

人事制度の改定 

 

 
ビジネスの拡大 

働きやすい社内環境

の整備による生産性

の向上 


